
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　
島　根　県　支　部　　　
　　　昭和49年10月に施行された労働安全衛生法に基づき、はい作業主任者に関する　　　
　　法令が設けられ、床面からの荷の高さが２ｍ以上の『はい』【注】の「はい付け」　　
　　又は「はい崩し」の作業を行う時は、はい作業主任者技能講習を修了した者の中　　　
　　から『はい作業主任者』を選任しなければなりません。　　　　　　　　　　　　　　
　　　修了者でない者をこの業務に就かせると、労働安全衛生法により処罰されます。　　
　　　当支部では、島根労働局の登録教習機関(登録番号：第2号)として、標記技能講習を次
の通り開催致しますので、受講されていない事業所は是非受講されますよう、ご案内致し
ます。　
	
	 【注】　小麦・大豆・鉱石等のバラ物の荷を除くどんな荷姿のものでも倉庫・
 上屋・土場・プラットホ－ム等に積み重ねられた荷の集団が、高さ２ｍ以上に
 なれば労働安全衛生法にいう『はい』となります。

	


【　記　】
　１　受講資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　はい付け、はい崩しの作業に３年以上の経験を有する者。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２　受講料経費　　　　   　合計 １２，９８０円　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 受講料（税込）　　　　 １１，０００円
②　テキスト代　 　　　　 　１，９８０円（消費税込）　　　　　　　　　　
　３　申込方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　①　受講申込書（添付書類）      　　上半身写真２枚（2.5 cm×3.5 cm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
②　送付先
	
	 　〒690-0001　松江市東朝日町１９４－１
 　　　　　　　　島根県トラック協会西部研修会館内
 　陸上貨物運送事業労働災害防止協会島根県支部（℡:0852-21-4272）
	


　　
　③　受講料の振込み（銀行振込みに限ります。）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（銀 行 名）　　山陰合同銀行松江駅前支店　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（口 座 名）　　陸上貨物運送事業労働災害防止協会島根県支部　　
　　　　　　（口座番号）　　普通　２９８２６７７　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（注    意）ａ 締切日までに、受講申込書の送付及び受講料の振込み　　　　
　　　　　　　　　　　   　のない場合は、受講できません。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ｂ 連絡なく講習当日に欠席された場合は、受講料の返還　　　　
　　　　　　　　　　　　　 は致しません。　　　　　　　　　
４　講習日程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	日程
	時間
	定員
	開催場所

	第2回
	令和8年12月3日(木)
平成2312月4日(金)
	9:00～17:00

9:00～16:00
	100名
	『出雲市民会館301会議室』

出雲市塩冶有原町2丁目15番地

℡0853－24－1212


※各回ごとに定員100名になり次第、申込を締め切ります。

※各回2日目の講習終了後に試験を行います。
５　携行品    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　筆記用具（鉛筆・消しゴム）・昼食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６　その他    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　申請書の受付及び受講料入金の確認後、受講票を送付致しますので、当日必ず　　
　　　ご持参下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第2回 はい作業主任者技能講習会のご案内








